
（様式１）

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

所管課名 農業技術課 整理番号 1-2

許認可等の種類 　普通肥料の登録の更新

　肥料取締法第１２条第２・４項

許認可等の概要 　肥料取締法第１２条第２項に基づく普通肥料の登録の更新

基準の制定根拠 ー

未設定（申請件数が稀であるため）

期間の制定根拠 ー

根拠法令条例等・
条項

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

未設定(法令等の規定において言い尽くされているため)

【参考】肥料取締法第１２条
登録の有効期間は、三年（農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年）とし
、仮登録の有効期間は、一年とする。
２　前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更
により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき
公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。
３　第一項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第九条第一項の肥効試験に基く肥
料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。
４　登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手
続に従い、第六条第一項第一号から第五号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申
請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。
５　農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、その申請
に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければな
らない。

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）
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